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地域住宅計画

平成 28 年度 ～ 32 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

埼玉県市町村地域住宅計画（第３期）

 計画期間

 計画の名称

 都道府県名 埼玉県  作成主体名

埼玉県、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、
本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、深谷市、草加市、
越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、北本市、八潮市、
富士見市、蓮田市、坂戸市、日高市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、
嵐山町、小川町、ときがわ町、長瀞町、小鹿野町、寄居町、杉戸町

○更新期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を行い、公営住宅の需要に的確に対応する必要がある。
○公営住宅における高齢者の居住の安定や子育てしやすい住環境を確保する必要がある。
○旧耐震基準で建築された公営住宅の耐震性を確保する必要がある
○県内各市町村の空き家を正確に把握し、地域の実情に沿ったストック活用を推進する必要がある。

　首都圏に位置する本県では、昭和３０年代以降の高度経済成長に伴う人口増加の圧力を受けて、東京からのびる放射線状の鉄道沿線を中心と
して、住宅地が形成されてきた。この人口増加が急激だったために、旧来からの農地に形成された脆弱な都市の基盤のうえに、主に一戸建て持
ち家を中心とする住宅建設が進められてきた。
　平成２５年住宅・土地統計調査によると、住宅総数のうち居住世帯のある住宅約２８９万戸である。持家の割合は全国の平均値よりも高く、
借家では民間賃貸住宅が増加傾向にある。一方、居住世帯のない住宅が平成２０年から５年間で３．２万戸増加している。
　住宅セーフティネットの中核となる公営住宅については、県営・市町村営合わせて約４万４千戸を管理しており、その多くが昭和４０年代以
前に建設されたものである。世帯数に対する公営住宅管理戸数の割合は全国と比較して低い水準となっている。
　世帯数は緩やかに増加した後、平成３２年をピークに減少に転じると予測されている。全国屈指の若い県と言われてきたが、高齢化が進み、
また、合計特殊出生率が全国では低い水準となっている。
　このような状況の中、地域の実情に応じて、良質な住宅・住環境ストックの形成、少子高齢社会に対応した住宅対策、住宅セーフティネット
としての公営住宅の整備や改善に取り組んできた。



 ４．目標を定量化する指標等

単　位 基準年度 目標年度

公営住宅の長寿命化対策の推進 ％ 長寿命化計画の達成率の増加 0% 28 100% 32

住宅セーフティネットの確保 ％ 公営住宅のバリアフリー化率の向上 12% 28 19% 32

公営住宅の耐震化の推進 ％ 公営住宅の耐震化率 60% 28 62% 32

空き家対策の促進 ％
実態把握調査実施市町村の達成率の
増加

0% 28 100% 32

空き家対策の促進 ％
空き家対策計画に基づく空き家の除却
数

0戸 28 33戸 32

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

誰もが安心して安全に暮らせる地域の住まいづくりを推進する。

指　　標 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業など）

○公営住宅等整備事業により公営住宅を整備し、バリアフリー化を推進するとともに地域の実情に応じた適切なセーフティネットを
構築する。

○公営住宅等ストック総合改善事業により既存の公営住宅の居住水準の向上、耐久性の向上に資する改善等を行い、公営住宅ストッ
クの総合的活用を図る。

○公営住宅の耐震診断を実施し、その結果改修の必要な公営住宅について、耐震改修を実施する。

○居住環境の整備改善を図るため、空き家の実態把握調査、除却、活用を行う。

○公営住宅において、家賃の低廉化を行う入居者に対し家賃の低廉化に要する費用を補助する。

○埼玉県公営住宅協議会（埼玉県、県内市町村、都市再生機構、住宅供給公社）
　各種研修会等を実施することにより、公営住宅の整備事業、管理事務の向上を図る。



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業
交付期間内

事業費
20戸 28
90戸 120

公営住宅等整備事業 78戸 1,081
公営住宅等整備事業（防災・安全） 56戸 34

172戸 136
熊谷市 244戸 60

300戸 130
所沢市 246戸 284
飯能市 250戸 21
本庄市 339戸 315
東松山市 28戸 16
春日部市 88戸 74

168戸 61
48戸 52

深谷市 164戸 72
蕨市 30戸 8

12戸 33
志木市 16戸 17

12戸 43
八潮市 70戸 109
坂戸市 2戸 7
毛呂山町 12戸 22
越生町 56戸 45
長瀞町 30戸 20
小鹿野町 12戸 29
寄居町 36戸 47
杉戸町 75戸 37
秩父市 38戸 23
飯能市 176戸 36
本庄市 136戸 16
蕨市 84戸 112

308戸 167
62戸 58

秩父市 74戸 23
所沢市 72戸 51
飯能市 144戸 96
本庄市 60戸 59
東松山市 28戸 17
春日部市 6戸 6

145戸 79
24戸 12

深谷市 204戸 143
40戸 21
24戸 2

106戸 113
八潮市 70戸 52
坂戸市 42戸 45
日高市 80戸 66
毛呂山町 36戸 22
越生町 40戸 42
小川町 66戸 27
長瀞町 18戸 17
小鹿野町 24戸 48

規模等

蕨市
戸田市

公営住宅等ストック総合改善事業（防災・安全）

熊谷市
行田市

川越市

草加市

狭山市

北本市

入間市

事業

公営住宅等整備事業（重点）

事業主体

羽生市

行田市

羽生市

公営住宅等ストック総合改善事業

狭山市

春日部市

公営住宅等ストック総合改善事業（重点）（防災・安全）

入間市

川越市

狭山市



156戸 216
12戸 31

市内全域 18
熊谷市 市内全域 12
秩父市 市内全域 12

市内全域 4
加須市 市内全体 3
春日部市 市内全域 17
羽生市 市内全域 6
草加市 市内全域 11
越谷市 市内全域 15
戸田市 市内全域 7

市内全域 3
富士見市 市内全域 8
蓮田市 市内全域 1
坂戸市 市内全域 3
日高市 市内全域 6

町内全域 5
町内全域 5

嵐山町 町内全域 1
寄居町 町内全域 10
朝霞市 市内全域 6
八潮市 市内全域 4

10戸 3
15戸 30
2戸 2
1戸 5
5戸 2

富士見市 2戸 2
4,701

提案事業
交付期間内

事業費

0

（参考）関連事業

埼玉県公営住宅協議会 －

実態把握調査

活用事業
富士見市

除却事業

規模等

飯能市

志木市

東松山市

　　※交付期間内事業費は
概算事業費

伊奈町

事業主体

規模等

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

事業

細項目

埼玉県他

事業主体

毛呂山町
越生町

狭山市

志木市
毛呂山町

川越市

ときがわ町

合計

事業

合計

空き家再生等推進事業



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

（都市再生機構と連携した賃貸住宅等の供給）
○現に都市再生機構賃貸住宅の存する区域（都市再生機構が今後高齢者型の供給を予定している区域に限る）において地域優良賃貸住宅
の整備促進を行う。
○ＵＲが定めた供給計画に基づく、ＵＲによる子育て世帯向け住宅供給等を通じ、地域の子育て世帯向けの住宅供給を補完できるよう、
必要な連携を図る。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）


